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2021年4月1日

厚生労働省 医薬局総務課

電子処方箋サービス推進室

電子処方箋の現況等

１ .電子処方箋の概要と現状

２ .普及対応や支援策等

３ .電子署名周りの状況

４ .今後の予定

５ .その他参考
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電子処方箋とは

電子処方箋とは、オンライン資格確認等システムを拡張し、現在紙で行われている処方箋の運用を、電子で実施する仕組み。オンライン
資格確認等システムで閲覧できる情報を拡充し、患者が直近処方や調剤をされた内容の閲覧や、当該データを活用した重複投薬等チ
ェックの結果確認が可能に。（令和５年（2023年）１月～運用開始）

病院・診療所 薬局

薬剤師

支払基金・国保中央会

Step③処方箋の登録 Step⑧調剤内容の登録

電子処方箋管理サービス

マイナポータルや
電子版お薬手帳アプリ

患者

マイナンバ
ーカード

Step①本人確認／同意

健康保険証
患者

患者

マイナンバ
ーカード

Step⑤本人確認／同意

健康保険証

オンライン資格確認等システム

Step④情報の閲覧

HPKI HPKI

Step②処方・調剤された情報や
重複投薬チェック結果の参照

Step⑥処方箋の取得
Step⑦処方・調剤された情報や

重複投薬チェック結果の参照

医師・歯科医師

電子カルテ
システムなど

薬局システム

医療ＤＸ推進本部において策定した工程表に基づき、医療ＤＸの推進に向けた取組について必要な支援を行いつつ政府を挙げて確実に実現する。

■経済財政運営と改革の基本方針 2 0 2 3（令和 5年6月16日閣議決定）
3

すでに運用を開始している電子処方箋については、概ね全国の医療機関・薬局に対し、2025年3月までに普及させる。これにより、複数の医療機関に
かかっている場合に、処方･調剤する薬剤と服用中の薬剤の重複の有無や、飲み合わせに問題がないか等について、医療機関や薬局が確認できるようになる。

■医療DXの推進に関する工程表（令和 5年 6月 2日医療DX推進本部決定）

電子処方箋の導入状況 (全国 )

（※）運用開始施設数とは、医療機関等向け総合ポータルサイトで運用開始の旨を入力した施設であって、当該運用開始日が経過している施設をいう。

①電子処方箋運用開始施設数

全体

病院

医科診療所

歯科診療所

薬局

28,926 施設

149 施設

3,276 施設

129 施設

25,372 施設

209,672 施設

7,986 施設

81,535 施設

60,468 施設

59,693 施設

13.8％

1.87％

4.02%

0.21%

42.5%

②オンライン資格確認システム
導入施設数

③割合（①/②）

（2024/08/11時点）

• 薬局における導入が加速化しており（42.5%の薬局が既に運用開始済）、周辺薬局が対応していないという

当初の課題は、解消しつつあるか、今後解消していく見込み。

• 紙の処方箋を含め、多くの薬局が調剤結果を登録。リアルタイムでの薬歴参照や重複投薬等チェックに活用

可能。
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病院の導入状況 R6 .8 .11時点 1/2

モデル地域
運用開始済病院等
運用開始予定病院等
（8月以降予定）
※ 2024年8月12日時点
（最終更新8月12日）

青森県
青森市立浪岡病院（青森市）
青森市民病院（青森市）
岩手県
釜石病院、二戸病院、大槌病院、遠野病院
千厩病院、大東病院、東和病院、宮古病院
山田病院、軽米病院、一戸病院、胆沢病院
江刺病院、中部病院、中央病院、大船渡病院
久慈病院、磐井病院、高田病院、南光病院
宮城県
気仙沼市立病院（気仙沼市）
塩竃市立病院（塩竈市）
仙台市立病院（仙台市）
石巻市立病院（石巻市）
秋田県
大湯リハビリ温泉病院（鹿角市）
御野場病院、秋田大学医学部附属病院（秋田市）
山形県
日本海総合病院、本間病院（酒田市）

福島県
公立岩瀬病院（須賀川市）

北海道
北海道がんセンター（札幌市）
名寄三愛病院（名寄市）

富山県
吉見病院（滑川市）
富山大学附属病院（富山市）
みなみの社病院（高岡市）
石川県
松任石川中央病院、つるぎ病院（白山市）
北陸病院、医療法人社団金沢古府記念病院（金沢市）
社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院（七尾市）
山梨県
甲州リハビリテーション病院（笛吹市）
医療法人慶友会城東病院（甲府市）
長野県
木曽病院（木曽郡木曽町）
上田地域（上田市）
社会医療法人財団慈泉会相澤病院、
社会医療法人財団慈泉会相澤東病院（松本市）
岐阜県
多治見病院（多治見市）
羽島市民病院（羽島市）
飛騨市民病院（飛騨市）
山田病院
岐阜県総合医療センター（岐阜市）
日新会城山病院（中津川市）
静岡県
三島共立病院（三島市）
静岡市立静岡病院（静岡市）
静岡県立病院機構県立総合病院、

こころの医療センター、
こども病院（静岡市）

愛知県
名古屋掖済会病院（名古屋市）
半田市立半田病院（半田市）
西知多総合病院（東海市）

茨城県
水府病院（水戸市）
栃木県
足利第一病院（足利市）
群馬県
富沢病院（前橋市）
国立病院機構
高崎総合医療センター
（高崎市）

埼玉県
久喜すずのき病院（久喜市）
寿康会病院、医療法人誠朗会
上野病院（川口市）
行田総合病院（行田市）
籠原病院（熊谷市）

東京都
玉川病院（世田谷区）
慶友整形外科脊椎関節病院（足立区）
東京病院（清瀬市）
杏林大学医学部付属杉並病院（杉並区）
東京逓信病院（千代田区）
神奈川県
広瀬病院（相模原市）
国家公務員共済組合連合会
横須賀共済病院（横須賀市）

千葉県
国保旭中央病院（旭市）
南ヶ丘病院（佐倉市）
五香病院（松戸市）
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病院の導入状況 R6 .8 .11時点 2/2

モデル地域
運用開始済病院等
運用開始予定病院等
（８月以降予定）
※ 2024年８月12日時点
（最終更新８月12日）

島根県
市立総合医療センター、小林病院（出雲市）
松江市立病院（松江市）
雲南市立病院（雲南市）
岡山県
岡山市立市民病院、岡山県精神科医療センター、
岡村一心堂病院（岡山市）
広島県
安佐市民病院、長久堂 野村病院、
広島共立病院、国家公務員共済組合連合会広島記
念病院（広島市）
吉島病院、広島市民病院、舟入市民病院、
ぎおん牛田病院、日比野病院（広島市）
宗近病院、安芸津病院（東広島市）
大君浜井病院（江田島市）
山口県
岩国みなみ病院（岩国市）
下関市立豊田中央病院（下関市）
地域医療機構 徳山中央病院（周南市）

三重県
三重大学医学部付属病院（津市）
桑名市総合医療センター（桑名市）
四日市病院、山中胃腸科病院、
県立総合医療センター（四日市市）
京都府
なぎ辻病院（京都市）
亀岡市立病院（亀岡市）
大阪府
貝塚病院（貝塚市）
八尾市立病院（八尾市）
思温病院、北大阪病院、加納総合病院（大阪市）
馬場記念病院（堺市）
社会医療法人信愛会畷生会脳神経外科病院（四條
畷市）
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院（枚方
市）
医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院（岸和田市）
兵庫県
田中病院（尼崎市）
芦屋病院（芦屋市）
加古川中央市民病院（加古川市）
神戸掖済会病院（神戸市）
滋賀県
社会医療法人誠光会淡海医療センター（草津市）

徳島県
徳島市民病院（徳島市）
愛媛県
HITO病院（四国中央市）

高知県
島津病院（高知市）

福岡県
原三信病院、原土井病院、貝塚病院（福岡市）
福岡新水巻病院（遠賀郡水巻町）
新田原聖母病院（行橋市）
高良台リハビリテーション病院、神代病院（久留米市）
嘉麻赤十字病院（嘉麻市）
福間病院（福津市）
社会医療法人共愛会戸畑共立病院、
戸畑リハビリテーション病院（北九州市）
佐賀県
肥前精神医療センター（神埼郡吉野ヶ里町）
長崎県
長崎みなとメディカルセンター
社会福祉法人恩賜財団済生会長崎病院（長崎市）
熊本県
天草慈恵病院、熊本市立熊本市民病院（熊本市）
有働病院（荒尾市）
国保水俣市立総合医療センター（水俣市）
国民健康保険天草市立河浦病院（天草市）
大分県
だいかく病院、大分共立病院、塚川第一病院（大分市）
宇佐高田医師会病院（宇佐市）
宮崎県
えびの市立病院（えびの市）
鹿児島県
鹿児島市立病院、新成病院、三宅病院（鹿児島市）
薩摩郡医師会病院（薩摩郡さつま町）
卓翔会記念病院（薩摩川内市）
沖縄県
ハートライフ病院（中頭郡中城村）
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メリット①
他の医療機関・薬局で処方・調剤された薬の情報を電子カルテシステム等で活用できます

• 01. 医療機関にとってのメリットとは？

○ 電子処方箋管理サービス側で過去の処方・調剤情報を活用できた事例が続々報告されています。

○ 患者の過去の処方・調剤情報の閲覧によって既往歴を推察し、患者からの聞き取りも相まって、病態を
考慮しながら適切な処方判断ができた等の事例もあります。

直近の処方・調剤情報を閲覧できます！

• 緑内障患者に禁忌である、不眠症の治療薬（ゾルピデム酒石
酸塩）を処方しようとしたが、患者に緑内障の治療薬（ラタノ
プロスト、リパスジル塩酸塩）の処方歴があることが判明。

• 向精神薬等の初回用量に上限がある薬について、他医療機
関での処方量を確認できた。

• お薬手帳や患者とのコミュニケーションでは確認できなかった薬や、
お薬手帳を忘れた患者の薬についても確認できた。等

過去の処方・調剤情報を対象に
重複投薬・併用禁忌をチェックできます！

• 新規患者が「併用薬はない」と言っていたところ、重複投薬等
チェックに引っかかり、不眠症の治療薬（ゾルピデム酒石酸
塩）の服用を検知できた。

• 高脂血症治療薬（ロスバスタチンカルシウム）を処方しようとし
たが、併用禁忌チェックにかかり、併用禁忌薬の免疫抑制剤
（シクロスポリン）が処方されており、他薬に変更することで併
用禁忌を回避することができた。

• 慢性疼痛の治療目的でトラマドール塩酸塩を処方しようとした
ところ、重複投薬等チェックから併用禁忌のパーキンソン病治療
薬セレギリン塩酸塩が処方されていることが判明。 等
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その他のメリットはその他参考に記載

１ .電子処方箋の概要と現状

２ .普及対応や支援策等

３ .電子署名周りの状況

４ .今後の予定

５ .その他参考
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電子処方箋の普及・促進について

○ 令和6年８月11日時点、電子処方箋導入済みの医療機関は3,554施設、薬局は25,372施設。導入済みの

薬局を中心に電子処方箋システムへの調剤情報の登録が進んでおり、重複投薬等チェックも累計１億回

以上実施。

○ 導入を阻害する要因として医療業界から挙げられる課題を十分に踏まえ、医療現場の負担軽減とメ

リットを増加するような対策を講じることで普及の加速を図る。

ICT基金・都道府県補助・診療報酬加算等により支援

• 導入補助として、既存のICT基金に加え、令和5年度補正予算で設けた

都道府県と協働した補助事業を最大限活用することにより負担を軽減。

• 令和6年度診療報酬改定で新設した「医療DX推進体制整備加算」に

より後押し。

地域一体で面的に普及

させる必要がある

費用の負担が重い

対応方針医療機関等が指摘する主な課題

都道府県との協働や見える化を強化

• 都道府県ごとの病院・診療所・薬局の導入率を定期的に公表し、利用

者（患者）にとっての利便性を向上するとともに普及拡大に繋げる。

• 都道府県と協力し、公立病院をはじめとした地域の中核医療機関への働

きかけを強化等。

※その他、先行施設の取り組みや各種好事例等の発信、国民向け周知等の対策を継続。

令和６年６月18日
第７回デジタル行財政改革会議
厚生労働大臣提出資料
※導入済み施設数のみ改変

9

導入支援の拡充①

都道府県助成と①の補助金を合わせて受け取ることが可能。その場合の導入費用に対する財政支援全体の割合は最大で

病院:1/2、診療所・薬局（大型除く）:3/4、大手チェーン薬局:1/2

都道府県が環境整備のため薬局等へ導入費用を助成（国が一部補助）

200.7万円を上限に補助

※事業額の602.2万円を

上限に、その1/3を補助

大規模病院
162.2万円を上限に補助

※事業額の486.6万円を

上限に、その1/3を補助

45.2万円を上限に補助

※事業額の135.6万円を

上限に、その1/3を補助

135.3万円を上限に補助

※事業額の405.9万円を

上限に、その1/3を補助

病院
108.6万円を上限に補助

※事業額の325.9万円を

上限に、その1/3を補助

33.3万円を上限に補助

※事業額の100万円を

上限に、その1/3を補助

27.1万円を上限に補助

※事業額の54.2万円を

上限に、その1/2を補助

診療所
19.4万円を上限に補助

※事業額の38.7万円を

上限に、その1/2を補助

12.3万円を上限に補助

※事業額の24.5万円を

上限に、その1/2を補助

13.8万円を上限に補助

※事業額の55.3万円を

上限に、その1/4を補助

大型チェーン薬局
9.7万円を上限に補助

※事業額の38.7万円を

上限に、その1/4を補助

6.4万円を上限に補助

※事業額の25.6万円を

上限に、その1/4を補助

27.7万円を上限に補助

※事業額の55.3万円を

上限に、その1/2を補助

薬局
19.4万円を上限に補助

※事業額の38.7万円を

上限に、その1/2を補助

12.8万円を上限に補助

※事業額の25.6万円を

上限に、その1/2を補助

基本機能部分
（従前補助）

追加機能部分
※既に基本機能を

導入している施設

基本機能＋

追加機能部分

（※）現在、以下の都道府県において実施に向け準備中。他、９月以降補正に向けて複数の都道府県で検討中。

青森県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、長野県、愛知県、三
重県、大阪府、広島県、山口県、福岡県、熊本県

○ 令和５年12月以降、①令和５年12月に実装した追加機能※の補助（補助上限の引き上げ）、②都道府県による追

加導入費用の助成（補助率の引き上げ）、③診療報酬改定・医療DX推進体制整備加算による電子処方箋の評価等に

より薬局導入支援を実施中。 ※リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、

処方箋ID検索

追加機能への拡充拡充

都道府県助成
(医療提供体制推進事業費補助金)

都道府県による追加導入費用の助成（補助率の引上げ）

10
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導入支援の拡充②

医療ＤＸ体制整備加算として、令和６年６月から、マイナ保険証、電子処方箋などの「医療DX推進体制」を評価（調
剤で４点）。本年10月からはマイナ保険証の利用率に応じて更に増点予定。

令和７年３月までに電子処方箋を発行できる体制が必要。

11

電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード①

都道府県別に病院、診療所（医科及び歯科）及び薬局別の電子処方箋の導入状況を定期的（月１回を予定）に公表す

ることで、患者、医療従事者、行政が最新の状況を理解しやすくすることを図るため、 2024/7/31にデジタル庁HPに

おいて電子処方箋の導入状況に関するダッシュボードの掲載を開始。

12
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電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード②

13

電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード③

14
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電子処方箋対応医療機関・薬局のマップの公表

患者さまの利便性を考慮し、地図上からも検索できるよう、電子処方箋に対応した医療機関・薬局のマップを作成し

ました。医療機関・薬局においては、近隣の電子処方箋対応施設の把握にご活用ください。

※導入施設は令和６年７月21日時点（令和６年７月31日公表）

※地理院地図タイル（淡色地図）に厚生労働省で電子処方箋に対応した医療機関・薬局に印を追記しています。

出典 地理院地図タイル（淡色地図）https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

病院★ 、医科診療所★ 、歯科診療所★、

薬局■をアイコンで表示。

地図の拡大・縮小が可能。

スマートフォンからも閲覧しやすい。

アイコンをクリックすると、

施設名、住所の確認が可能。

15

政府の取組み②

［参考］電子処方箋に関する情報掲載先

電子処方箋の導入により

プレアボイドにつながっ

た事例や、運用を開始し

た施設のコツを参照いた

だけます。

電子処方箋の利用方法、

Q&Aなど患者さんに

ご案内いただける情報

を掲載しています。

利用申請、運用開始日入力、

導入費用にかかる補助金の

申請はポータルサイトから。

・電子処方箋の運用を開始し

た医療機関・薬局の一覧

・電子処方箋の導入状況に関

するダッシュボード

・電子処方箋対応医療機関・

薬局マップ

を掲載しています。

電子処方箋について

患者さんへの案内、

医療機関・薬局内の理解促進

に活用いただける資料を

掲載しています。

電子処方箋

リンクはこちら

リンクはこちら

リンクはこちら

リンクはこちら

リンクはこちら

リンクはこちら

医療機関・薬局の皆さ

まが導入準備～運用開

始後まで参考にしてい

ただける資料、補助金、

都道府県助成について

掲載しています。

16

電子処方箋の導入状況

に関するダッシュボード
電子処方箋対応

医療機関・薬局一覧

Ｐ.10
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１ .電子処方箋の概要と現状

２ .普及対応や支援策等

３ .電子署名周りの状況

４ .今後の予定

５ .その他参考

17

電子署名の無償化と申請マニュアルの作成、HPKIカードの現況

• マイナポータル経由での日本医師会への電子署名の申請は非会員も当面無料。

• 申請に当たる医師等の要望を踏まえマニュアルを作成。

• 病院のシステム関係者等の要望を踏まえ、電子署名に関する説明資料を作成。

（※）１日１回の本人認証で電子署名が可能化等するメリット、直近のHPKIカードの後追い発行等※を考慮し、

リモート署名方式での対応をお願いしたい。

電子署名の説明資料電子署名申請マニュアル

（※）左記の資料については、

厚生労働省HP・電子処方箋ページ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/den

shishohousen.html）の「電子署名」

の項目において公開中。

18

※令和６年４月２日より、日本医師会の発行分において

HPKIカードに関してこちらへの共有事項がある場合は、以下のアドレスを連絡口とする予定。

e_presc_case@mhlw.go.jp

Ｐ.11
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参考：電子処方箋の仕組みにおける電子署名について

電子処方箋の仕組みにおいて使用できる電子署名の方法としては、
HPKIカードの中の電子証明書を用いる方法（①）と、

クラウド上の電子証明書を用いる方法（②）の2つがあります。

①ローカル署名

（HPKIカードの中の電子証明書を用いる方法）

②リモート署名
（HPKIカード又はマイナンバーカードをICカードリーダーにかざす方法 、もしくは、

スマートフォンによる生体認証により、クラウド上の電子証明書を用いる方法）

[医療機関・
薬局システム端末]

電子処方箋への

電子署名の要求

医師・薬剤師

電子署名された

電子処方箋

第三者のサービス

電子証明書

電子署名

医師等は、電子処方箋を発行する都度、

HPKIカードをICカードリーダーにかざして電子署名を行う

医師等は、１日１回程度、本人認証を行い、

クラウドで管理されている電子証明書を呼び出す。

本人認証後は、自動で電子署名を付与して電子処方箋を発行することができる。

✓ ①の方法で電子署名を行うためのパソコンの設定

✓ HPKI認証局にHPKIカードの発行申請・取得

✓ ICカードリーダーの購入（端末分が望ましい）

Step1 HPKI認証局にHPKIカード発行申請／マイナンバーカードの紐づけ申請・対応

を行う。

（HPKIカード／マイナンバーカードを用いる場合）
Step2 HPKIカード／マイナンバーカード読取用のICカードリーダを用意する。

（スマートフォンを用いる場合）
Step2’ 申請者宛てに届くQRコード等でスマートフォンを紐付ける。

✓ その他

✓ ②の方法で電子署名を行うためのパソコンの設定

✓ ネットワーク設定の変更（システム構成による）

準備内容 準備内容

医師・薬剤師

[医療機関・
薬局システム端末]

電子署名

電子証明書

こちらでの対応
を願います

20

参考：リモート署名

• クラウド上で管理されているHPKIの電子証明書等の情報を使用する方法です。
• ICカードリーダーにHPKIカード又はマイナンバーカードをかざし、本人のみが知るPINを入力する認証やス

マートフォンによる生体認証を行い、クラウド上で電子署名を行います。

電子カルテ
システム等
にログイン

電子カルテシステムにログインする

医師等本人がクラウド上の電子証明書を使うこ
とを証明するため、1日1回本人認証を行う

カード認証

スマートフォンによる生体認証

画面上表示されるQRコード
をスマホで読み取り

スマホで生体認証

方法ⅰ)

HPKIカード又はマイナン
バーカードをかざし、

本人のみが知るPINを入力

方法ⅱ)

診察を行い、処方内容を確定する診察・
処方内容確定

本人認証
（1日1回）、

電子署名

運用イメージ

①HPKI認証局に申請を行う
医師等本人のマイナンバーカード又はHPKIカードとクラウド上の電
子証明書が紐づき、本電子証明書を用いて電子署名ができるよう
になります。
※申請先についてローカル署名と同様、資格によって、申請先の認
証局や値段等が異なりますのでご注意ください。

②（カード認証の場合）マイナンバーカード又は
HPKIカード読取用のICカードリーダーを用意する
※各端末分の購入は必須ではなく、認証に使用する端末分で構
いません。

③（スマートフォンによる生体認証の場合）生体認
証に使うスマートフォンを登録する。

準備内容
（お使いいただくシステムの改修は別途行う必要がある）

HPKIカードの場合お手元に届くまでに時間を要する場合が
ありますが、リモート署名の場合は物理的に保有することが必須で

はないため、すぐに電子署名を行うことができます

Ｐ.12
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参考：ローカル署名

• HPKIカードに格納されている電子証明書等の情報を使用する方法です。
• ICカードリーダーにHPKIカードをかざし、本人のみが知るPINを入力することで、電子証明書等の情報を読

み取り、電子カルテシステム等で電子署名を行います。

※1 お使いいただくシステムによっては、一度認証を行った後、HPKIカード
を外すまでは認証が有効となり、都度の認証が不要となる場合もある。

※2 HPKIカードをICカードリーダーに常時かざしておくことも可能です。

電子カルテ
システム等
にログイン

本人認証
（都度）、
電子署名

電子カルテシステムにログインする

診察を行い、処方内容を確定する

医師等本人が電子証明書を使うことを証明
するため、都度※1本人認証を行う

診察・
処方内容確定

HPKIカードをICカードリーダーにかざし※2、
ご使用いただく電子カルテシステム等で

本人のみが知るPINを入力する

運用イメージ

①HPKI認証局にHPKIカードの発行申請を行う。
※医療機関・薬局によって、申請先の認証局が異なります。

②HPKIカード読取用のICカードリーダーを用意する。

準備内容

＜医師＞
・日本医師会 電子認証センター
https://www.jmaca.med.or.jp/a
pplication/
・一般財団法人医療情報システム開発
センター（MEDIS）
http://www.medis.or.jp/8_hpki/i
ndex.html

＜歯科医師＞
・一般財団法人医療情報システム開発
センター（MEDIS）
http://www.medis.or.jp/8_hpki/i
ndex.html

＜薬剤師＞
・日本薬剤師会認証局
https://www.nichiyaku.or.jp/hpk
i/index.html#S30
・一般財団法人医療情報システム開発
センター（MEDIS）
http://www.medis.or.jp/8_hpki/i
ndex.html

HPKIカードの申請先

ローカル署名は、リモート署名とは異なり、HPKIカードを物理的に準備
する必要がありますが、ネットワークの構成変更・設定費用が掛かりません

（お使いいただくシステムの改修は別途行う必要がある）

※日本医師会電子認証センター（認証局）及び一般財団法人医療情報システム開発センター（MEDIS）への
申請に関しては、マイナポータルからも申請が可能です。

※日本医師会電子認証 センター（認証局） ではマイナポータル からの申請に限り、当面の間、費用を減免中です。
※資格によって、申請先の認証局や値段等が異なりますのでご注意ください。

システム事業者における開発・導入状況（病院向け）

22

＃ ベンダ名 基本機能
追加機能

リフィル処方箋機能、
口頭同意機能等

リモート署名

HPKI又はスマホ MNC

1 日本アイ・ビー・エム株式会社 〇 〇 2024年9月 2024年9月

2 ウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社 〇 △ 〇 2024年10月

3 ウィーメックス株式会社 〇 〇 〇 〇

4 株式会社エイトス 2024年10月 2024年10月 2024年10月 2024年10月

5 株式会社エーアイクリエイト 〇 △ 〇 〇

6 株式会社エーシーエス 〇 2024年10月 〇 〇

7 株式会社SBS情報システム 2024年10月 2024年10月 2024年10月 2024年10月

8 亀田医療情報株式会社 〇 〇 〇 〇

9 キヤノンメディカルシステムズ 〇 〇

10 株式会社シーエスアイ 〇 〇 〇 2024年9月

11 株式会社シグマソリューションズ 〇 〇

12 株式会社ソフトウェア・サービス 〇 〇 〇 〇

13 ソフトマックス株式会社 ○ ○ ○ ○

14 東亜システム株式会社 〇 〇

15 株式会社ナイス 〇 〇 〇 〇

16 日本電気株式会社（NEC) 〇 〇 〇 〇

17 株式会社ファインデックス 〇 〇 〇 〇

18 富士通Japan株式会社 〇 〇 〇 〇

19 株式会社メディカルJSP ○ ○ ○

20 メディカルウイズ株式会社 〇 △ 2024年9月

21 株式会社両備システムズ 〇 2025年1月 〇 〇

22 株式会社レスコ ○ 2024年10月 2024年10月 2024年10月

23 株式会社ワイズマン 〇 〇 2025年1月 2025年1月

令和6年6月末時点

※一部、集計中の７月末のデータから修正

※空欄は対応未定 ※追加機能の△は口頭同意は対応済み ※リモート署名の下欄は本人認証方式。MNCはマイナンバーカード。

○ 合計5,000弱のユーザー施設をもつシステム事業者から開発状況等を確認。現時点で多くの事業者が電子処方箋に対応済。

※医療施設調査（厚生労働省）によると、令和２年時点の病院の電子カルテ導入数は4,109施設

〇 マイナンバーカード（MNC）を活用した電子署名も早期開発要請を継続して実施し、今年度10月までに多くが対応予定。
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１ .電子処方箋の概要と現状

２ .普及対応や支援策等

３ .電子署名周りの状況

４ .今後の予定

５ .その他参考
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令和6年度（2024年度）

６ 7 8 9 10 11 12 １ ２ ３

推進会議

マイルストン

電子処方箋
管理
サービス

電子カルテ情報共有サービス

マイナ資格確認アプリ

オンライン資格確認

救急時医療情報閲覧

医療機関・薬局

医療機関・薬局ベンダ

電子処方箋に係る令和6年度のスケジュール

○ 全体スケジュールは以下のとおり

院内処方

長期収載品の選定療養

電子処方箋等
検討WG（親会）

作業班（子会）

第1回作業班以降のスケ
ジュールについては検討中

▲【電処】院内処方に係る技術解説書改訂 ▲【電処】長期収載品の選定療養

パッケージ改修

ベンダ向け接続テスト

システム導入
／運用テスト

5.2 パッケージ
ソフトの適用

5.1 環境設定

5.3 運用準備

医療機関・薬局への導入支援

▲【オン資】訪問看護オン資・オン請求運用開始

▲【オン資】職域診療所運用開始

▲【マイナ資格確認アプリ】助産所運用開始

▲救急時医療情報閲覧機能運用開始

▲自衛官診療証運用開始

▲【電処】院内処方リリース

▲【電カル】電カル共有サービスモデル事業
開始

事後閲覧機能改修

開発～テスト

レセコン連携機能改修

自衛官診療証の資格確認に係る改修

要件確定／改修

要件確定／改修

要件確定／改修

令和6年6月19日第5回電子処方箋等検討
ワーキンググループ 資料１

24
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電子処方箋の主な追加機能等について（令和6年度）

○ 令和6年度には、電子処方箋管理サービスに蓄積される情報の拡充と医療機関・薬局側、患者側の利便性の向上を目的に、院内処方への対応について、

対応軸含め検討している。

○ また、診療報酬改定に伴う改修として、長期収載品の選定療養を予定している。

分類 # 案件 改修内容 対応時期

診
療
報
酬
改
定
に

係
る
対
応

1 長期収載品の選定療養
・後発品変更不可の理由（医療上必要／患者希望）を記録

できるようにする
・処方内容控えに変更不可の理由を表示する

R6.10

既
存
機
能
の

拡
張
に
係
る

対
応

2 院内処方対応（＊） ・入院中／院内外来／退院時処方を登録可能にする R7.1以降

（注）その他、現時点では予定されていない何らかの理由（診療報酬改定等）により追加の対応が必要となる可能性がある。

（＊）令和6年3月29日の議論を踏まえて技術解説書の作成等各種対応中（注射薬は内服薬等とは異なる記録条件仕様を設定、
入院中に投薬された薬剤は重複投薬等チェックの対象外 他）

25
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５ .その他参考

・電子処方箋のメリット

・電子処方箋導入後の業務変化（大きな変更なし）

・周知広報対応

28
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メリット②
処方箋の形式不備の削減や、薬局との情報共有による疑義照会の効率的な運用に繋がります

• 01. 医療機関にとってのメリットとは？

○ 医師が処方箋の備考欄に処方意図等のコメントをつける機能があります。既に導入している施設では、
増減量や併用薬の状況を記載するなど、薬局の薬剤師との情報共有の手段として活用しています。

○ また、電子処方箋導入後は、医療機関が処方箋を発行する際に電子処方箋管理サービス側で処方
箋の形式不備をチェックし、不備が無い状態で処方箋を登録いただけます。

○ 上記のとおり、形式的な不備に基づく疑義照会の削減や、薬剤師が医師の処方意図や重複投薬・併
用禁忌の確認状況を把握できることで疑義照会の効率的な運用に繋がります。

➢ 必須項目に入力漏れがないか

➢ 記載が必要ない項目にデータが入力されていないか

➢ データが指定された形式で入力されているか

➢ 処方箋の発行形態が選択されているか

処方箋の形式に関するチェック項目

➢ 過去の薬との重複（タムスロシン塩酸塩）を検知したが、処方医の

処方意図を確認できたため、改めて問い合わせることなく、調剤・服

薬指導を行えた。

➢ 経口ステロイド薬（ベタメタゾン、プレドニゾロン）がそれぞれ別の医

療機関から処方されていたことを薬局で検知できたが、処方医が併

用確認済みであることがわかり、これを踏まえた調剤・服薬指導を実

施することができた。

医師のコメントが有効に活用された例

形式的不備に基づく疑義照会の削減や疑義照会の効率的な運用へ 29

P8以外のメリット例

メリット③患者の服薬状況や体調等に係る薬局からのコメントを見ることができるようになります

• 01. 医療機関にとってのメリットとは？

○ 薬局側も調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する際、併せて患者の服薬状況や残薬等の
情報を医師に共有する機能があり、医師が次回の診察に役立てることができます。

○ 医師から薬局へのコメントも含め（前頁）、電子処方箋を導入することで、医療機関・薬局間でのコ
ミュニケーションを電子的に、より簡単に行えるようになります。

調剤結果
＋医師へのコメント

電子処方箋のコメント機能を活用することで、医療機関・薬局間でのコミュニケーションを電子的に、より簡単に行えるようになります

電子処方箋管理サービス

処方意図等を薬剤師向けにコメントとして残すことができるだけではなく、

調剤結果と共に、薬剤師からのコメントで患者の服薬状況や残薬等の

情報を確認でき、次回の診察に役立てられる

処方箋受付のタイミングで処方箋に医師からのコメントが記載されている

ので、医師の意図を併せて確認できるだけではなく、調剤結果と共に患

者の服薬状況や残薬等の情報をコメントとして記録できる

医師 薬剤師

処方箋
＋薬剤師へのコメント

処方箋
＋医師からのコメント

調剤結果
＋薬剤師からのコメント

電子処方箋のコメント機能について

30
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メリット④オンライン診療等において、紙の処方箋を郵送する手間を削減できます

• 01. 医療機関にとってのメリットとは？

○ オンライン診療において、従来は処方箋原本を患者に送付する、あるいは、患者が利用を希望する薬
局にFAXで送信（合わせて原本送付）する必要がありましたが、処方箋の電子化に伴い、
本対応が不要となります。

○ 電子処方箋を選択することにより、オンライン診療後に対面で服薬指導を受けたり、対面での診察後に
オンライン服薬指導を受けるなど、柔軟な対応が取りやすくなります。

○ なお、従来は、オンライン診療では健康保険証の受付のみ対応できていましたが、令和6年4月からは
「マイナ在宅受付Web」というWebサービスの開始に伴い、患者のスマートフォン等を利用してマイナ保険
証による受付も可能となり、患者の同意に基づき、過去の処方・調剤情報を活用できるように※ 。

医療機関
・処方後は、患者に引換番号を伝え、それを患者が薬局に伝達するため、医療機関から薬局
へのFAX・メール送付、FAX番号・アドレスの確認等が不要に。

・患者が利用する薬局が電子処方箋のデータを取り込むと、それが処方箋原本の取得となる
ため、郵送等にかかる送料や事務作業の負担を削減。

医療機関では、データを用いたやり取りによって、
処方箋原本発送の手間やＦＡＸなどの設備が不要となり、
事務作業にかかるコストも削減。

マイナ在宅受付Webの開始に伴い、オンライン診療

等でもマイナ保険証で受付を行い、電子処方箋を発

行・受付可能に。

電子処方箋を利用することで、オンライン診療・服薬

指導をより柔軟に実施することが可能になります。

※アプリベンダの状況によりますので、ご活用いただけるかはアプリベンダにご確認ください。

紙 処方
紙の処方箋の

梱包・郵送作業
FAXや
郵送

医療機関

紙の処方箋の受
取

調剤・
薬の郵送

薬局

原本データを電子的に取得し
調剤・薬の郵送

電
子

処方
処方箋データを登録し

患者へ引換番号を伝達

FAXや
郵送

アプリや
通話

アプリや
通話

患者

紙の処方箋の
梱包・郵送作業

紙の処方箋の
受取

薬局に引換番号等を

アプリ・電話等で伝達

送料等が発生

データでのやり取りなので、送料等は必要無い
31

避難先の医療機関・薬局で患者の薬剤情報等を活用

POINT:避難先の施設でオンライン資格確認等システムに蓄積された薬剤情報等を活用！

資料骨子

・

・

令和６年能登半島地震において、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能（災害時医
療情報閲覧） 」（災害時モード）を利用して、薬剤情報等が災害医療に活用されました。

石川県の医療機関・薬局の方々より情報提供いただきました

活用事例

・ 患者が普段通っていない避難先近くの医療機関で、薬剤情報等を確認して診療。

・ 患者が普段通っている薬局が営業不可能な状態になったため、営業可能な薬局で薬
剤情報等を確認して調剤・服薬指導。

・ 避難所の医師が処方し、薬局で調剤の流れの中で、薬局で薬剤情報等を確認。医療
従事者間で連携し、適切な治療法を検討。

現場からの声

薬剤師 小林 星太さん

⚫ 患者さんは薬剤の現物は持っていてもお薬手帳や薬剤情報提供書を持っていないことが多く、持参し

た薬剤以外にも使用している薬剤があるかもしれません。その際、抜け漏れがないか確認できるのは

有用です。

⚫ 例えば、抗生剤等を使用している場合、当該薬剤をいつから使用しているかを確認でき、継続可否の

判断に役立っています。

⚫ 被保険者番号等が確認できるのも有用です。
32
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資料骨子

・

・

⚫ 営業可能な薬局１件に業務が集中して大変ですが、患者さんの薬剤情報を効率的に収集できて大変有用です。患者へ

の聞き取りのみしか手段がなければ業務が追い付きません。

⚫ 普段、当薬局を利用していない患者さんについても、正確な薬剤情報を入手できました。

⚫ レセプト情報のみの場合は、直近の情報を患者に確認したり、手持ちの薬剤も確認しながら慎重に対応しました。

薬剤師 A

⚫ 災害の状況にもよりますが、医療機関・薬局のどちらも避難してきた患者を普段診ていないため、できるだけ医療機

関・薬局双方で薬剤情報を閲覧し、ダブルチェックすることが大事だと感じます。
薬剤師 B

⚫ 眼薬を能登の自宅に置いてきてしまいました。くすりの名前までわからなかったのですが、薬剤師さんが調べてくれ

て眼薬を再開できました。
患者 A

患者 B

⚫ 吸入薬を使用していて何というくすりだったか忘れてしまいましたが、同じくすりを再開できて安心しました。

災害発生時にも、オンライン資格確認等システムの薬剤情報等が活用されています。

電子処方箋の活用が広がれば直近の薬剤情報が更に充実します。

災害時モードとは

○ オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能（災害時医療情報閲覧） 」（災害時モード）とは、地震等の災

害発生時に、災害救助法適用地域等に対して時限的に開放される機能です。災害時モードを利用すれば、患者がマイナンバーカード

や健康保険証、お薬手帳等を持参できない場合であっても、氏名や住所等の情報から患者を特定し、本人の同意の下、患者の薬剤情

報・診療情報・特定健診等情報を閲覧することができます。

○ この機能により閲覧できる薬剤情報にはレセプト由来の情報に加え、全国の電子処方箋対応施設で登録された直近の処方・調剤情報

が含まれます。

○ 患者への聴取と組み合わせることで、被災者への医療の継続に役立てることができます。

○ 令和６年能登半島地震において、本機能は石川県や富山県の二次避難先の地域も含め2/1までに約22,000件活用されています。 33
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電子処方箋導入後の業務内容が大きく変わるわけではありません

医療機関の業務はどう変わるの？

○ 電子処方箋導入後の業務フローにおいて、主な変更点は以下のとおりです。

ア）患者が顔認証付きカードリーダーでマイナ保険証による受付をする際に「電子処方箋」または「紙
の処方箋」を自分で選択します。

※受付職員または医師が、電子処方箋の発行を希望するかを患者に確認し、
医師が電子カルテ等の処方箋発行画面で電子処方箋を選択することも可能です。

イ）「電子処方箋」を発行した場合、会計時に従来の「紙の処方箋」を渡す代わりに、処方内容の概
要を記載した「処方内容（控え）」を渡します。

※マイナポータル等で処方内容を閲覧することができる等の理由により、患者が
「処方内容（控え）」を不要とする場合は、当該（控え）を渡す必要はありません。

1 受付
• 顔認証付きカードリーダー、再来受付機（再診の場

合）で受付
• 薬剤情報閲覧の同意
• （処方箋発行形態の選択）

2 待機

3 診察・処方箋発行

• 顔認証付きカードリーダーでの患者同意がある場合
に限り、過去の薬剤情報と直近の処方・調剤情報
が閲覧可能

• 電子処方箋を発行

4 会計・処方内容（控え）を渡す

受付・会計
入口

顔認証付き
カードリーダー

再来
受付 カウンター

待合

診察室① 診察室② 診察室③FAXコーナー

1

2

3

4

病院での業務内容（イメージ） 赤字：主な業務変更点
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質問 マイナ保険証がなくとも電子処方箋を発行したり、電子処方箋に基づいて調剤できますか？

医療機関の業務はどう変わるの？

○ 患者がマイナ保険証を持参していない場合でも、オンライン資格確認ができれば電子処方箋を発行・
受付することができます。

○ ただし、マイナ保険証での受付を行わない場合には、薬局での電子処方箋受付時に被保険者番号等
と電子処方箋発行時に併せて発行される「引換番号」が必要となります。

○ このため、患者がマイナポータルを利用できない場合、医療機関では「処方内容（控え）」を発行する
など、患者に何らかの手段で引換番号をお知らせすることになります。

○ 薬局でマイナ保険証で受付を行うことで、患者が引換番号や被保険者番号等を意識する必要がなく
なり、スムーズに薬の受取ができます。

マイナ受付の中で
電子処方箋を簡単に提出できます

引換番号＋被保険者番号等で
電子処方箋を取得することも可能です

薬局における電子処方箋受付方法

36

電子カルテシステムにおける操作が大きく変わるわけではありません

医療機関の業務はどう変わるの？

○ オンライン資格確認導入時に、電子カルテシステム等で過去情報閲覧ができる設定をしている場合、電
子処方箋導入による変更点としては、患者の希望により発行する処方箋を紙か電子かを切り替えるボ
タンと調剤結果を閲覧するメニューが追加される程度です※1 。

○ 患者の同意により閲覧可能となる過去の薬剤情報に、直近1か月の処方・調剤情報が加わります。

○ また、従来電子カルテシステム内での禁忌チェック等を行ってきたタイミングで、電子処方箋管理サービス
上の薬剤との重複投薬・併用禁忌のチェックを行います（追加操作等は基本的に不要です※2）

電子カルテシステム等の操作イメージ

現状

（オン資導入済）

電子処方箋

導入後

過去の薬剤情報を閲覧
（1か月前から過去5年分の

情報が閲覧可能）

過去の薬剤情報を閲覧
（直近を含む過去5年分の

情報が閲覧可能）

処方内容を確定。

処方箋を印刷し、記名押印

または署名を行う

処方箋発行形態が

電子処方箋となって

いることを確認のうえ、

処方内容を確定し

電子署名する※3

電子カルテシステム上で

チェックを実施
（原則として自院内の情報

によるチェック）

電子カルテシステム上で

チェックを実施
（電子処方箋管理サービスで、

自動的に他施設の情報を

含めた重複投薬・併用禁忌の

チェックを実施）
※3: 電子署名の方法については、P.26以降で説明。

処方する薬を選択

処方する薬を選択

過去の薬剤情報

の閲覧
処方する薬の選択

処方箋発行・

（電子）署名
重複投薬等チェック

※1:患者が顔認証付きカードリーダーで電子処方箋を希望した場合は、自動的に電子処方箋にチェックが入る電子カルテもあります。
※2:導入されているシステムによって異なる場合があります。

Ｐ.20

Ｐ.20
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（参考）電子カルテシステム等の画面イメージ

医療機関の業務はどう変わるの？

重複投薬等チェックの結果確認画面 電子処方箋の発行画面

既存の薬剤に関するチェックを行う画面上に、
電子処方箋管理サービスで行う

重複投薬等チェックの結果も追加されます

患者が電子処方箋を希望する場合、
発行形態として「電子処方箋」を選択し、

処方箋を発行するだけです。

※お使いの電子カルテシステム等により異なる場合があります

周知資料等について

○ 活用事例サイトや、患者さんへの説明にも使える資料等も充実し、導入普及を促進してまいりいます。

（※）電子処方箋等活用事例サイト（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_case.html）

（※）電子処方箋に関する周知素材サイト（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html）

好事例／活用事例の周知患者向け周知用資料の配付

○ 能登半島地震の被災により通院等が困難な
状況下でも、オンライン診療・電子処方箋に
より、患者の医療に貢献した事例。

○ 電子処方箋×タブレット端末の導入により、
完全ペーパレス化、業務時間、経費削減を
行った事例。

○ 既存のその他活用事例に加えて、今後も追加
していく。

○ 事業主の方に送付される社会保
険料の納入告知書（2024年6月
送付分）に、電子処方箋のリー
フレットを同封・従業員への周
知を呼びかけ。（ 全国健康保険
協会及び船員保険の約278万事
業所に送付）

電子処方箋ポスター等の配布

○電子処方箋の対応施設、広報のためのタイ

アップ・ポスター等を配布（昨年度実施）

○リフィル処方箋のプレ運用期間中に、対応

施設に表示するステッカーも配布。

○今後も引き続き、ポスター／リーフレットを医

療機関等に配布していく。

©日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
TVアニメ「薬屋のひとりごと」とタイアップ

（※2023年度実施）
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中央社会保険医療協議会 総会（第 593 回） 議事次第 

令和６年８月７日(水） 

薬価専門部会終了後～ 

議 題 

○医療機器の保険適用について(令和 6 年 9 月 1 日収載予定)

○医薬品の新規薬価収載等について

○費用対効果評価の結果を踏まえた薬価の見直しについて

○薬価削除等手続きの明確化について

〇DPC における高額な新規の医薬品等への対応について

○放射性医薬品を用いた PET検査の取扱い変更に伴う掲示事項等告示の

一部改正について

○その他（再生医療等製品）
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P36
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【日本病院団体協議会】 

厚生労働省保険局医療課との面談について 

日 時  令和 6 年 8 月 6 日（火） 15:00～15:15 

場 所  Web 会議 

出席者

日本病院団体協議会 議長 仲井 培雄 

副議長 望月  泉 

厚生労働省保険局医療課 課長 林 修一郎 

課長補佐  矢野 好輝 

資料2P101

P101
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2040年に向けた地域医療構想はどうあるべきか？ 

⚫ 高齢者救急の増加、医療介護の担い手の急減

⚫ 地域により、人口変化が大きく異なる

➢ 構想区域の見直し、基準病床数の見直し

人口の少ない区域を複数合同化 

人口の多い区域の会議重層化 

  （国による設定が必要） 

➢ 病床機能から病院機能へ

病床機能４分類を変更 

・地域基幹病院

・二次救急病院

・地域包括ケア支援病院

➢ 介護施設、在宅医療との連携

➢ 病床数減少（廃院含む）の費用支援拡大

地域に必要な病床の建て替え費用支援拡大

➢ 診療報酬・介護報酬の抜本的見直し

人員基準および施設基準の大幅な見直しおよび簡素化 

・ストラクチャー評価

→プロセス評価、アウトカム評価

・必要経費の的確な評価・保障

➢ ACPの確実な普及

国民の理解と納得 
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